
 

 

 

 

 

 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）  
☎ 0952-75-3593 

相談時間  ８：３０～１７：００   閉館日：土・日・祝・年末年始          
相談員：北島・安藤・小野原・山田   

 

   

 

 

第 10１号（２０２５年５月発行）  

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）からのお知らせです。  
当センターでは、生活困窮者自立支援事業の業務に関する情報提供等を行い、  
定期的に広報誌【すてっぷ】を発行しています。  
この広報誌を通じ、当センターの事業への理解や周知につながれば幸いです。  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

利用対象者 
・一人暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯  
・福祉的な配慮が必要な方など（市内在住の方のみ）  

サービス

内容 

・掃除（部屋の掃除、ゴミ出しなど）  
・買い物（買い物代行、買い物の同行）  
・簡単な家事（洗濯、布団干し、電球交換、季節衣類等出し入れ） 
そのほか、ボタン付け等の簡易な補修も行います。  

利用条件 

・他事業で対応できるものは利用できません。  
・原則、1 回きりの短時間で完了するものとします。  
⇒毎週利用など継続的な依頼は、別の事業で利用を検討します。 
会員相互の助け合いが基本です。介護保険サービスのように  
介護等の専門職を派遣するものではありません。  

利用者負担 30 分 250 円（暮らしサポート券 1 枚）  

活動時間 平日 8：30～17：00 ※土・日・祝・年末年始除く  

協力会員も募集しています。活動には 30 分 500 円の謝礼があります！  

詳細は多久市暮らしサポートセンター（多久市社会福祉協議会）にご相談ください。 

 

「わかちあいの和」とは、利用会員のちょっとした困り事
に対して、地域住民同士でたすけあい・ささえあうことで
『生活の困りごとを解決する有償ボランティア活動』です。  
利用会員と協力会員の登録制で運営しています。  

生活困窮者自立支援事業

ひとりで悩まずご相談ください。  相談無料・秘密厳守  文責：山田  


